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①建築支店長より挨拶
②建築本部より挨拶
③安全推進部より 取り組み他伝達事項

DVD視聴：「安全パトロールの見方が変わる！」
④生産技術部より 取り組み他伝達事項
⑤工事統括部より ～〃～
⑥設備部より ～〃～
⑦各工事部長より 担当工事の紹介
⑧安全衛生協力会 建築支部より
⑨閉会のあいさつ
⑩スローガン唱和



建築支店長より挨拶
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社長より挨拶

令和5年 第2回 オーナー研修
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安全推進部より

令和5年 第2回 オーナー研修
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③現在の取組みやルール等を廃止するもの

④下期も引き続き取組みを継続するもの

⑤今年度の新規取組

①最近の事故事象より

②労働安全衛生法の改正より

⑥その他お伝えしたいこと
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③現在の取組みやルール等を廃止するもの

④下期も引き続き取組みを継続するもの

⑤今年度の新規取組

①最近の事故事象より

②労働安全衛生法の改正より

⑥その他お伝えしたいこと

7

令和5年 第2回 オーナー研修



Ⅲ. 事故事例 紹介

（要・周知）

電気関係グループ会社で
感電死亡労災

他社（G社）



北陸線 近江塩津構内 ビーム検査中に感電

下本（停電） 上本（加圧）

副指揮者（47歳）
作業員（44歳）

受傷者
（24歳）

1

【日 時】 2023年8月30日(土)3時02分
【場 所】 北陸線 近江塩津駅構内 29号
【原 因】 調査中
【概 況】 ・検修指揮者他6名は固定ビームの検査を２班で計画しており、検修指揮者は終点方(A班)、副検修指揮者は起点方(B班)を指揮していた

・作業計画は上下同時停電で予定されている
・事象発生時、下り線は停電、上り線は加圧している状態であった
・下り線の検電接地後、加圧されている上り線に梯子をかけて登り、ビームに移る際に感電し墜落した
・受傷者は8:10に死亡が確認された

B班（A班は終点方）
※検電設置場所とは

離れている

①最近の事故事象より
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北陸本線 近江塩津構内感電事象を受けての新幹線施設部門での対応

【徹底事項】
・工事管理者等は、検電接地作業責任者から停電手配完了(停電手続き・検
電確認・接地線の取付け）の確認が取れるまで作業を開始しない。
・工事管理者等は、停電されている回線を検電接地作業責任者と確実に確認す
る。
・工事管理者等は、作業開始条件となる停電手配完了後に、作業開始指示を作
業員全員に伝達する。
・工事管理者等は、作業員が独断で作業を開始した場合は必ず制止する。
・作業員は、工事管理者等から作業開始の指示を受けるまで作業に着手しない。
・工事管理者等から離れた位置で作業する場合は、情報伝達に齟齬が生じな
いよう復唱確認を徹底する。
・セルフ検電チェッカーを使用する場合は、鳴動した場合に検電接地作業責
任者は検電器で停電状態を確認する。

・作業員は、上下線が停電していると受け止め作業着手した
・副検修指揮者は、作業着手した作業員に対して制止していない
・作業員は、セルフ停電確認を実施した際に停電チェッカーが鳴動したが、
副検修指揮者に連絡していない

■問題点
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③現在の取組みやルール等を廃止するもの

④下期も引き続き取組みを継続するもの

⑤今年度の新規取組

①最近の事故事象より

②労働安全衛生法の改正より

⑥その他お伝えしたいこと
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●安衛法改正
墜落制止用器具
施行から1年9か月経過

②労働安全衛生法の改正より
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●安衛法改正 墜落制止用器具 完全施行から1年9か月経過

何度もお伝えしています。
皆様が雇用されている作業員
さんにおいては問題ないと思い
ます。

3次、4次になる一人親方さん、
『墜落制止用器具の規格』と
なっていますか？

今一度、1次協力会社さんの責
任として確認してください。

②労働安全衛生法の改正より

13



新旧規格と旧規格の見分け方
表記が異なってます
「墜落制止用器具」または「墜落制止用器具の規格」と記載があるもの
が新規格品、「安全帯の規格」と記載のあるものは旧規格品であること
を意味します。

「旧規格の安全帯」は完全排除してください！！

NG！ OK

OK

ハーネス

ランヤード

②労働安全衛生法の改正より
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●足場点検の法改正
2023.10.1～施行開始

②労働安全衛生法の改正より
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足場の法改正

②労働安全衛生法の改正より
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足場の法改正

＜改正ポイント＞
①一側足場の使用範囲を明確化（幅1メートル以上の場所では、二側足場の使用を義
務づける）⇒2024.4.1施行
②足場点検の確実な実施
・足場の点検時には、点検者をあらかじめ指名し、その者に点検を行わせることを
義務づける⇒2023.10.1施行
・足場の点検を行った時は、点検者氏名の記録・保存を義務づける⇒2023.10.1施行

労働安全衛生規則 （点検）
567条 事業者は、足場（つり足場を除く。）における作業を行うときは、その日
の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及
び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならな
い。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立
て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を
開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しな
ければならない。

と、いう法律はご存じだと思います。

②労働安全衛生法の改正より
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足場の法改正

本社安推部確認済み

協力会社の鳶工さんに関しては、
足場に係る3年以上の施工管理の実務 プラス
工事における3年以上安全衛生の実務が必要です。

3年以下の若い鳶工さんでは点検できないので、
経験に関しては都度確認してください。

②労働安全衛生法の改正より
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足場の法改正

現場での現在使用しているチェックリストを変更してます。

「点検者を予め指名する」
欄を設けました。
現在、現場ごとに作成して
もらっている様式はそのま
までいいですが、
いつ、どこの誰が、どこの
誰に指名したか が分かる
ように記入しておいてくだ
さい。

また、合わせて保管の義務
もありますので、工事竣工
までは保管してもらうよう
にお願いします。

3年以下の若い鳶工では
点検できないので、
経験に関しては都度確認
してください。

②労働安全衛生法の改正より
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●トラックの昇降設備設置・
ヘルメット着用の義務化

2023.10.1～施行開始

②労働安全衛生法の改正より
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トラックの昇降設備設置・ヘ
ルメット着用の義務化等につ
いて、厚生労働省からリーフ
レットが発行されています。

具体的には4つの改定が

あります。
建築現場では、①と②は特に
関係します。

②労働安全衛生法の改正より
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①最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で積み降ろし作
業を行う場合は昇降設備の設置が義務付け
⇒現場では軽トラック以外ほとんどの搬出入車両が該当
②荷台の側面が開放できるもの等、車種によっては2トン車
でも保護帽の着用が必要
⇒前日打合せ時の搬入車両確認時に各業者さんへの確認
③テールゲートリフター使用の特別教育の義務化
⇒特別教育の対象となります。（令和６年２月１日から施行）
④運転位置から離れる場合のエンジン停止義務が変更（運転席とテールゲートリフターの
操作位置が異なる場合）
⇒ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置を講ずることは義務付けられていますので
注意

※テールゲートリフターの特別教育につい
ては、もうすでに講習会が開催されており、
申請も集中しているようです。

テールゲートリフター→

②労働安全衛生法の改正より
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③現在の取組みやルール等を廃止するもの

④下期も引き続き取組みを継続するもの

⑤今年度の新規取組

①最近の事故事象より

②労働安全衛生法の改正より

⑥その他お伝えしたいこと
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③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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●建本亊24 第95 号「屈折式ｱ
ｳﾄﾘｶﾞｰ機構ﾐﾆｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ（カニ
クレーン）」に対する使用制限
の廃止について



③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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建築部門では、これまでカニクレーン（屈折式ｱｳﾄﾘｶﾞｰ機構ﾐﾆｸﾛｰﾗｰｸﾚｰ
ﾝ）の使用について、原則使用禁止とし、やむを得ず使用する必要が生
じた場合は、本社主管部長に承認願の提出するよう事務連絡が発信さ
れておりました。しかしながら、現在におけるカニクルーンの安全性
能の向上等を受けまして、使用制限を廃止いたします。



③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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●JR作業(営近)点呼時等の
ビデオ撮影の廃止

ただし、線路閉鎖工事における確
認事項は引き続きとなります。
2023.10.1～施行開始

（ウエアラブルカメラが準備出来次第）



③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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・線閉工事は、運転手続き時（着手・終了）及び
跡確認時は必須として、作業中は任意とします。
・営近作業時の点呼のビデオ撮影は今後廃止とし、
IC レコーダーによる録音も廃止とします。
＊職長・作業員との会話減少等の懸念を解消させるため

置換時期：ウエアラブルカメラの準備が完了次第
＊ウエアラブルカメラの準備ができるまでは、従
前通りの取り扱いとします。



③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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●現行様式で使いにくい書類、
変更した方が使いやすい書類等は
ありませんか？？

ご意見いただきますよう お願いします。
検討させていただき、対応していきます。



③現在の取組みやルール等を廃止するもの
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30

令和5年 第2回 オーナー研修



※作業員6つの法的義務
法令唱和

※新規入場
作業員6つの法令DVD視聴

※新規裏面誓約書

朝礼場掲示

法令知識の向上

④取組みを継続、及び一部変更したもの
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墜落事故防止の各種ツール

※現場に見合った
演練場

※教育DVD
視聴

※目につきやすい
箇所に掲示

大型シート看板

※足場に掲示シート看板

墜落事故防止

※足場解体時の施工検討会
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※重機作業計画書

計画と現地の確認

重機災害防止
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KY（一人KY）推進
※安全推進の日
（一人KY）

※日々の作業手順書
（KY用紙）

一部
記載変更

様式
大幅変更
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④取組みを継続、及び一部変更したもの
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④取組みを継続、及び一部変更したもの
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点検表
表現を一部
見直し

実施記録表の

新設
（見える化）

一次協力会社様による自主パトロール（2年目）

※実施記録表の掲示をし、
「見える化」により
『やってる・やってない』の
もどかしさを無くすという意味で、
各作業所に配布しています。

☑オーナーさんは作業所長と
しっかり会話をお願いします。

対象：請負金額が300万以上の
一次協力会社様（税抜き）

回数：主要作業日に1回/月
提出：作業所長まで
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改めて説明しませんので、
内容確認して下記の要領で進めてください。

1．目 的
重大事故0を目指し、軽微な事象も減らすべく、
法令に則った不備の無い現場環境としたい。

2．対 象
請負契約が￥300万以上（税抜き）となる工事
（手間、及び材工）

3．頻 度
主要作業日に1回／月（基本）
※工事の大半が終了した場合はその時点までとする

4．点検用紙
別紙 建築支店指定用紙
※旧オーナー現場巡回指導記録は廃止とする

要領
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5．そ の 他

●実施時期、方法については各現場の作業所長とご相談下さい。

●パトロールは自社で請け負っている工事の範囲です。
（他社の工事は関係なし） 優・良・指導 等を判断下さい。

●実施者は1次のオーナー、又は担当者等、実際に
安全を指導出来る方が実施して下さい。

●不備は不備でしっかり記載して下さい。不備があれば速やかに
是正してもらえれば結構です。該当なしの場合は抹線して下さい。

●現場事務所に掲示している記録表に、〇印を記入。
原本は持ち帰り、コピーはその都度 作業所に提出して下さい。
その他扱いは作業所長に相談ください。
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流れのイメージ

契約時or事前
・案内と点検用紙を渡す
・趣旨を説明する
・実施時期を協議する

一次事業者によるパトロール実施
・工事着手時とか
・機器や作業員が多い時とか

作業所長に直接提出する
※ここが重要だと思っています

原本
持ち帰り

写 現場保管

実施記録表
に〇印
（見える化）
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補足

①点検項目を見て頂ければ解ると思いますが、項目は現場を見たら解る、
ものすごく簡単な内容としています。
あえて、『作業所特情』や『協力会社様の方針』みたいな項目は入れて
ません。 又、『現場設備の不具合指摘』や『現場への要望』を記載する
項目等もありません。そのあたりは現場の安全衛生協議会で協議下さい。
「やるべきことをやり、しっかりと管理された安全状態を維持したい」が
ポイントです。

②一次協力会社様においては、オーナー様以外の担当社員が多い会社、
少ない会社があります。
そのあたりの運用は作業所長と協議下さい。

質問は安全推進部 西岡迄 連絡下さい。
42
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⑤今年度の新規取組

毎月初日『安全推進の日』の活動
※安全について少し考えてみる

☑安全推進の日に、朝礼時にこの
ような簡単なビラを全作業員さん
へ1枚づつ配布しています。
全員が手に持って見て欲しい。

☑作業所長自身の言葉で、このビラ
をネタにして、安全指導や所長の
思い、又、腹に落ちるような話を
しています。

このような、簡単な『安全ビラ』を
11種類作成しています。

人それぞれタイミングは違いますが、作業前や作業中に、
『ちょっと気をつけよう』ときっかけとなって欲しいです。
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⑤今年度の新規取組

要点を明確にした朝礼の実施（確認と指示）

※朝礼進行表の作成

参考

現在、朝礼のやり方に明確なルールは無く、
各作業所の特情に応じて、作業所長の方針に
則って実施しています。

朝礼は安全の要でもあり、確認と指示は
適切かつ明確にする必要があります。

朝礼のあり方を考え、朝礼に参加する、
社員と協力会社の皆様とで、意識が高まるよ
う工夫し、要領良く進めていくのが理想です。
朝礼のやり方次第で、その日の安全管理に要
する手間も削減できると思います。

協力会社の皆様、引続き
スムーズな進行にご協力願います。
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⑤今年度の新規取組

（例）
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安全は後手になると、非常に面倒
くさいと思います。

各々の立場で少し汗をかいて頂き
ますが、先手々々で安全状態を
維持していきたいと思います。

47

⑤今年度の新規取組



安全管理活動PDCA（全員参加の安全管理活動）
職 個々の取り組み

作業所長 ー ー ー ー ー

中堅社員 ー ー ー ー ー ー

若手社員
入社11年迄

ー ー ー ー ー

一次
協力会社様

ー ー ー ー ー ー

職長さん ー ー ー ー ー

作業員さん ー ー ー ー ー

法令
テスト
毎月

統括
巡視
毎日

自主
点検

2～4回/年

自主
パト
毎月

日々の
ＫＹ
毎日

1人
ＫＹ
毎月

6つの
法的義務
DVD視聴

安全推進の日
月初め

日々の
朝礼進行

法令
テスト
毎月

法令
テスト
毎月

1人
ＫＹ
毎月

6つの
法的義務
DVD視聴
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各々の立場での
「安全管理活動」が
これです！！



③現在の取組みやルール等を廃止するもの

④下期も引き続き取組みを継続するもの

⑤今年度の新規取組

①最近の事故事象より

②労働安全衛生法の改正より

⑥その他お伝えしたいこと

49
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ヘルメットに貼る
名前シールの統一化

（要・周知）

50

⑥その他お伝えしたいこと



JR工事では夜間作業が多く前面に照明（後面にはバッテリー）を付け
る事が多く、前後がふさがります。JR工事以外でも、設備工事作業員
等は同様となります。
左側面に名前シールを張ってもらい、右側面には新規シールを貼る事と
します。この写真に似たやり方で結構です。

ヘルメットに貼る「建築部門 統一 名前シール」を下期
から運用開始する事になりました。

51

⑥その他お伝えしたいこと



テーマ：風になびく安全旗
サイズは縦33＊横131㎜ ユポ＋ラミネート加工
名前は幅24㎜の透明テプラで名前を貼付け
文字の大きさは「特大」としますが、長い苗字や外国人の方もいますの
で、シール内に入る大きさで結構です。

一般作業員用（65歳未満）

・台紙シール、テプラの機械等、作業所が用意をします。
・名前の打ち込みは職長さんにてお願いします。

52

⑥その他お伝えしたいこと



運用してみて、他社のシールとかぶったり、貼る場所がな
いといった問題が出てくると思います。その時はご意見を
お寄せください。

外国人労働者用（技能実習生を含む）

高齢者作業員用（65歳以上）

53

⑥その他お伝えしたいこと



外国人労働者用（技能実習生を含む）

他支店での技能実習生が怪我した事象の対策として、
1年未満の技能実習生には、専用の「初心者マー
ク」を貼ってもらいます。

初心者マーク H53*W35

54

・このシールも作業所が用意をします。

⑥その他お伝えしたいこと



『３H』というキーワードをご存じですか？

３Ｈの環境がリスクを高めます。要注意です！

初めて！（Ｈ） 変更！（Ｈ）久しぶり！（Ｈ）

●最重要な価値観は

『安全最優先』

計画・打ち合わせ通りの
作業が出来ない場合は、

『一旦立ち止まる』

『立ち止まった後、ここが大事！』

①計画と違う！
⇒計画変更

②打合わせ通りに出来ない！
⇒再打合わせ

③予想外の状況発生！
⇒上長へ報告・相談

④軽微な変更！
⇒安全を担保出来てるか

⑥その他お伝えしたいこと

55



56

⑥その他お伝えしたいこと

他支店でも2件あり、4日以上の労災が計5件発生し
ており、建築部門として、昨年度末の件数を既に
オーバーしています。
何が何でも下期の残りは、4日以上の労災を「0」で
推移させたい思いです。



57

⑥その他お伝えしたいこと

DVD視聴
「安全パトロールの見方が

変わる！」（約16分）

先程も説明させていただきましたが、一次協力業者様の
現場への関与を高めていただくために、自主パトロール
をお願いしています。
今から見ていただくDVDを参考に、現場の安全維持に
努めていただいたらと思います。



最後に

建築支店の大きな人事異動があった年の

秋～年末にかけて、2期連続で２つの

「超重大災害」が発生しています。

・摩耶の足場倒壊（H27.12.11）
・福知山のBH転倒（H29.9.20）
特に年末に掛けてのこの時期はいつも以上に細部に
まで気を遣って安全管理に努めていきましょう。

⑥その他お伝えしたいこと

58



・摩耶の足場倒壊（H27.12.11）

59



・福知山のBH転倒（H29.9.20）

60



安全推進部からのお伝えは以上です。
皆様、2023年度下期も宜しく

お願いいたします。

ご安全に！

61
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生産技術部より
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オ ー ナ ー 研 修
（ 令和 ５年 下期 ）

大 鉄 工 業 株 式 会 社

建築支店 生産技術部



〇【他社】品質事象
（トンネル工事でのコンクリート厚み不足及び空洞化）

・和歌山県のトンネル工事で覆工コンクリートの厚さ不足及び
空洞化が判明

写真引用：日経クロスロテック写真引用：TBS NEWS DIG



（１）測量ミスにより、道路の中心線とトンネルの中心線が
ずれていた。

（２）中心線のずれによりコンクリートの厚みが不足する状態
であったが、施工業者は修正をせずコンクリートを打設し
た。

 （３）監理者に対し、虚偽の報告をおこなっていた。
 （４）調査の結果、測量データはほとんど残っていなかった。

≪当該事象の要因（推定）≫ 引用記事：日経クロスロテック

写真引用：日経クロスロテック

コンクリート厚み
設計：３００㎜

調査：最小３０㎜
施工不良（空洞及び厚み不足）

：全体の７～８割程度
その後の調査で天井だけでなく
側壁面にも厚み不足が判明



〇【他社】品質事象
（床レベルの精度不良及び鉄骨精度確認の虚偽報告）

引用記事：日経アーキテクチュア

・首都圏の超高層ビル新築工事で床レベルの精度不良及び鉄骨
精度の虚偽報告が判明



・当初は23年5月末のしゅん功を予定
→当該事象により23年9月末（予定）まで延期となった。

 当該建物は事務所、飲食店、診療所などが入居予定で
 あったため、影響は甚大なものと思われる。（現時点で
 是正工事や補償にかかる費用は未発表）

≪当該事象による影響≫

（１）床レベルの精度不良は鉄骨柱の鉛直方向のレベル管理
が不十分だったため

（２）元請会社は発注者に対して短工期での施工を提案して
おり、鉄骨工事担当者が工事を止められないと考え、許容
値（JASS6に基づく限界許容差）を超えた実測値を報告し
なかった。

  →3月に発表された札幌市内の高層複合ビルでの品質不
良事象と同様

≪当該事象の要因≫ 引用記事：日経アーキテクチュア



〇【他社】品質事象
（鉄骨柱梁接合部の強度不足及びアンカーボルトの施工
精度の隠蔽）

引用記事：日経アーキテクチュア

・秋田県の複合ビル新築工事で鉄骨柱梁接合部不良及び
アンカーボルトの施工精度の隠蔽が判明

写真引用：日経クロステック



・設計会社での調査の結果、「ビルの構造安全性は問題ないも
のの、接合部などの補強が必要」と見解を示した。

・再開発組合は理事会で協議した結果、補修工事では十分でな
いとして、設計図どおりにやり直す改修工事をおこなうことで
全会一致で決定した。
→完成は1年余り遅れて、来年１０月ごろになる見通し

≪当該事象による影響≫

（１）アンカーボルトが65㎜ズレた状態で設置されていた。
（２）元請会社は施工精度の不良を隠蔽し、柱を意図的に傾け

たり梁端部の切断及び接合部に孔を開けて施工した。
 （３）監理者による抽出検査の際、当該箇所の柱は検査対象

から外れていた。

≪当該事象の要因≫
引用記事：日経アーキテクチュア

引用記事：NHK 秋田NEWS WEB



≪注意すべきこと≫

（１）ミスや間違いは誰にでもある。

（２）これらのミスや間違いを隠蔽したとしても数年、数十年後
に何らかの形で判明している（過去のアフター事象）

 （３）施工時(気付いた時点)に隠さず報告及び対応できれば、
その時は、費用も工期も支障しますが(キズは浅い)、
出来上がった状態で判明すると・・・紹介した事象の
ように建物の取り壊して再建築など、莫大な費用と工期。

お客様からの信用も信頼も無くしてしまう。とても大きな
損失になる。

 



≪注意すべきこと≫

・各工事・工種に共通しますが、

自主検査、工程内検査『施工プロセス』
チェックを確実に実施してください。

・間違いや不具合等が判明した時点で、
作業所担当者や作業所所長に相談、報告を
して対応を検討の上対処してください。



守口本署作業所 「Pコン部の壁つなぎ処理」

・RC打ち放し仕上げにおける壁つなぎ

の処理にあたり、Pコン用足場インサ

ートを使用した。

・Pコン部の処理方法としてジャストコン

を使用し且つ見栄えを損なわないよう

表面を塗装した。

〇褒める仕組み（品質）(支店長表彰)



長岡第四小作業所 「既製杭セメントミルク撤去時の
騒音抑制」

・杭打設前に杭頭内にミルクトレールを

設置して打設後に重機にてミルクトレ

ールと一緒に杭頭内のセメントミルク

を除去した。（斫り作業無し）

・斫り作業に伴う騒音を抑制することが

できた。

ミルクトレール設置 ミルクトレール除去

〇褒める仕組み(環境）(支店長表彰)



〇褒める仕組み（環境）(支店長表彰)

石部駅作業所 「EPSを利用した基礎段差処理」

・線路横断通路用として使用していた

破棄予定のEPSを基礎の段差処理用

の部材として使用した。

・捨てコンの成形に役立ち、不要材を利

用することで産廃排出量及び処分費

を削減することができた。



〇省燃費運転資料 (社)日本建設連合会

・㈳日本建設業連合：省燃費運転・CO2削減などのポスターや
省燃費運転講習会ビデオ等の活用できる資料を展開されていま
すので、活用してください。

【日本建設業連合会 省燃費運転研修URL】
https://www.nikkenren.com/kankyou/lowcarbon/32.html

https://www.nikkenren.com/kankyou/lowcarbon/32.html


〇省燃費運転資料 (社)日本建設連合会



工事統括部より
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2023年度オーナー研修

建築工事統括部



建設キャリアアップシステム（CCUS）について

建築支店 CCUS就業履歴

■2022年度
年度目標：37,500 累計実数：35,103 （93.6%）

               （8月末）累計実数：10,141 （27.0%）

■2023年度
年度目標：45,500

               （8月末）累計実数：16,918 （37.2%）

昨年度の同時期と比較して、66.8%増となっています。

皆様のご協力、心より感謝申し上げます。



建築支店の現場における就業履歴の登録方法

① 技能者本人及び所属する事業者による
 サイトへの直接入力

② 現場に設置されているカードリーダーへの
 カードタッチ

③ 顔認証システムでの記録

建設キャリアアップシステム（CCUS）について



顔認証システム

昨年度より導入を始め、現時点では概ね全現場で導入
（小規模の3現場を除く）

［メリット］
・技能者は、カードの携帯が不要
・事業者は、CCUSサイト上での基本操作が不要

「カードを申請・保有」しておれば、あとは顔だけで認証

建設キャリアアップシステム（CCUS）について



建築支店：ハード面の強化（顔認証システムの全作業所導入）
 を進めてまいります。

協力会社各位：
 特に協力会社（二次）[再下請負業者]様への

               周知・ご指導をお願いいたします。

★ 技能者登録（建設キャリアアップカードの取得）

               ★ 来場時に顔認証システムでの入場登録

建設キャリアアップシステム（CCUS）について



DXの推進

建築支店では
特に施工における
ICTツールの活用を
強力に進めています。

【運用・試行中のICTシステム】※一部

各
作
業
所

協
力
会
社

各
ツ
ー
ル



DXの推進

【最近の事例】

各種図面・計画書などの閲覧・アップ・ダウンロードなど

作業所グループと職長などでLINEと同様の
グループ形成とコミュニケーション

安全衛生日誌・KYシートなどに職長の個人スマホから
入力・更新・確認が何時でも

協力会社の皆さまからも「こんなツールは便利だよ」「こんな
のを導入してよ！」などのお声をお待ちしております。



設備部より
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○電気設備工事 中間時検査指摘事項

指摘内容・現象 処置 率

1 強電と弱電ケーブルの接触、 離隔距離を確保か保護管等の入れる 40%

2 耐震設計・施工指針に基づく支持不備
耐震クラスを確認し、ケーブルラック
の振れ止めや固定を、耐震基準に基づ
く施工

35%

3 施工図関連の不備
作図遅延、変更修正未済、詳細図不足、
パンフとの相違や他業者との納まり検
討する

30%

4 区画貫通部の処置不備 区画用途に合った処置方法で施工 25%

5 施工要領書の不備
当該建物の適用項目を抽出し具体的に
明記

25%

検査指摘の多い項目毎に抽出



○電気設備工事 施工例

強電と弱電線の接触部
にスパイラルチューブ巻



○電気設備工事 施工例

梁との接触部に保護管を
取付



○電気設備工事 施工例

金属配管２ｍ毎に鋼材支持
、ナット締付けマーキング、
鋼材端部に保護材取付



○電気設備工事 施工例

1Fケーブルラック
振れ止めB種を１２ｍ毎に取付



○電気設備工事 施工例

区画貫通処理後に
認定シール貼付



○機械設備工事 中間時検査指摘事項

指摘内容・現象 処置 率

1
諸官庁申請手続き及び検査予定表の
内容不備

当該項目の抽出抜け・事前協議不足・
届出遅延の対処

40%

2 配管・ダクトの支持固定の不備
耐震クラスを確認し配管ダクトの振れ
止め固定を、耐震基準に基づく施工 37%

3 機器・器具類の取付支持不足
防振対策・振れ止め・耐震基準を考慮
して取付

20%

4
水圧・気密・満水・通水試験の規定圧
力不備、実施遅れ

共通仕様書の規定圧力を確認し実施 18%

5 区画貫通部の処置不備 区画用途に合った処置方法で施工 15%

検査指摘の多い項目毎に抽出



○機械設備工事 施工例

給水工事の試験圧力を保
温工事前に実施。ゲージを
２個設置し不良のないことを

確認



○機械設備工事 施工例

1F機器吊り込み支持材に
振れ止め部材を取付



○機械設備工事 施工例

1Fガス配管
振れ止めA種鋼材を１２ｍ

毎に取付



○機械設備工事 施工例

1F横走りダクト
振れ止めB種部材を１２ｍ毎

に取付



○機械設備工事 施工例

1F冷媒配管
振れ止めB種部材を１２ｍ

毎に取付



○機械設備工事 施工例

1F給水配管65φ
振れ止めB種部材を１２ｍ

毎に取付



○顧客の信頼を勝ち取る

指摘事項を減らすには
確実な自主検査の実施による
品質確保です。

顧客に信頼される施工会社に
協力会社さまの更なるご協力を
お願いします！



建築工事一部より
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工事1部（主な工事種別：JR発注工事ほか）

令和5年 第2回 オーナー研修

駅舎
〔中国統括本部〕

 米子橋上駅

大阪万博2025
〔万博協会〕

日本国際博覧会

事務所・商業ビル
〔梅北建築工事所〕

 大阪駅西北ビル

駅舎
〔大阪建築工事所〕

弁天町駅改良

車両基地
〔大阪建築工事所〕

 吹田総合車両所

駅舎
〔梅北建築工事所〕

 大阪駅西口

駅舎
〔神戸建築工事所〕

 姫路・英賀保間新駅

駅舎
〔神戸建築区〕

 英賀保駅自由通路

商業ビル
〔神戸建築工事所〕

三ノ宮駅ビル

駅舎
〔大阪建築区〕
【大阪TB】
大阪天井耐震

OTB改修工事

駅舎・商業ビル
( 梅北建築工事所)

うめきた地上駅新築
1号デッキ新設工事

駅舎
【神戸建築区】

 竜野駅改良

研修施設
〔大阪建築工事所〕

 車両保存施設



令和5年 第2回 オーナー研修

米子橋上駅新築他・米子駅ビル新築



令和5年 第2回 オーナー研修

姫路・英賀保間新駅



令和5年 第2回 オーナー研修

竜野駅改良・英賀保駅自由通路



令和5年 第2回 オーナー研修

弁天町駅改良



令和5年 第2回 オーナー研修

うめきた2期地区地上駅舎新築他



建築工事二部より
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工事2部（主な工事種別：JR発注工事）

令和5年 第2回 オーナー研修

白山VC見学D新設
[2022/11/6～2024/2/28］

福井駅改良
［2021/8/26～2024/1/24］敦賀駅上下乗換駅

部新設他
［2019/5/17～2023/10/31］

六地蔵駅新築
[2021.4.9～2023.7.10]

久米田駅西口新設
[20223年10月しゅん功]

石部駅自由通路新設
［2021.4.24～2024.3.31］

東貝塚バリアフリー化
［2023年8月しゅん功］

徳庵駅柵外EV
[2021.10.4～2024.1.31］

香芝駅バリアフリー化
[2022.8.10～2024.3.26]

向日町橋上駅新築
［2022.11.21～2025.05.31］

西松任新駅新築
［2021.9.3～2023.11.30］

福井駅新商業施設
開発（プリズム福井）
［2023/5/1～2024/2/28］

加賀温泉駅新築
［2020/10/23～2024/6/16］
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白山VC見学D新設
[2022/11/6～2024/2/28］

西松任新駅新築
［2021.9.3～2023.11.30］

〇現状写真 〇完成イメージ

〇完成パース〇現状写真
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向日町橋上駅新築
［2022.11.21～2025.05.31］

既設駅舎減築（庇吊り出し）

既設駅舎減築（重機にて解
体）

西ヤード
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石部駅自由通路新設
［2021.4.24～2024.3.31］



建築工事三部より
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工事3部（主な工事種別：官公庁発注工事）

令和5年 第1回 オーナー研修
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新築
〔大阪府〕

和泉警察新築工事
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工事3部（神河町粟賀小学校跡地公園・図書ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ施設整備）
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工事3部（神戸大学国際がん医療・研究ｾﾝﾀｰ研究棟新営工事）
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工事3部（大阪府和泉警察新築工事）



建築工事四部より
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工事４部（主な工事種別：民間発注工事）

解体工事
〔JR西BS〕

西明石社宅解体

分譲マンション
〔野村不動産〕

都島片町計画

食品加工工場
〔キンレイ〕

キンレイ亀山工場

その他

民間改修工事他

改修工事
〔ソフトバンク〕

大阪センター改修

分譲マンション
〔JR西不動産〕

吉祥院中島町計画

商業ビル工事
〔JR西ｱｰﾊﾞﾝ〕

プリコ垂水南館

商業ビル工事
〔JR西不動産〕

天王寺南NKビル

分譲マンション
〔野村不動産〕

茨木双葉町計画

令和5年 第2回 オーナー研修
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分譲マンション
〔野村不動産〕
下山手通2丁目計画
【解体工事中】
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京都市吉祥院中島町計画 キンレイ亀山工場新築工事

大阪市都島区片町1丁目計画新築工事

天王寺町南NKビル開発新築工事



安全衛生協力会より
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安全衛生協力会 ホームページ

ユーザー名

daitetsu
パスワード

MgWF4brT
（一度変更しています）

会員専用
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伝達事項を協力会、及び建築支店の各部門毎に
整理しています。
又、それぞれに『お知らせ・各種ダウンロード・書類ス
トック』の項目に分けております。
本日の資料もここにアップ致します。
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協力会パトロールの実施状況をこの場所にてお伝え致します。

投稿フォームです。安全標語の募集や、WEB開催時の協力会
総会の評決など、このフォームを活用しています。
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ここで、会員の皆様へお願い

安全標語の募集を行います。
以前は、投稿いただいた中から一つを選び、垂れ幕に
印刷し、各現場で掲示していました。

多くの投稿を頂いたにも関わらず、一つを選ぶのが役
員一同苦慮しておりました。

頂いた全ての標語をこのホームページにアップ
致します。又、その中から選りすぐりの16点をポスター
にして各作業所に掲示して頂きます。
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選りすぐりの16点は
ポスターにします。

投稿期日
10月30日（月）
といたします。

ユーモアあり、感動ありの標
語を投稿ください。

テーマ：
『年末年始の安全衛生に関わる
内容』

個人名は載せません。
イニシャルにします。

全ての標語をHPにアップします。
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ユーザー名 パスワード

daitetsu MgWF4brT

会員専用

標語の投稿場所

投稿期日 10月30日（月）中
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10/16オーナー研修で皆様方にお願い

令和5年 第2回 オーナー研修

127

（北陸地区は10/24）

10/30 標語の応募 締め切り

取りまとめし、11/9協力会役員会で選定

12月初旬から 事務所、詰所に掲示予定

今後の予定

ポスター制作



安全衛生協力会 建築支部からの
ご案内は以上です。
皆様、2023年度下期も宜しくお願い
いたします。

令和5年 第2回 オーナー研修
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閉会のあいさつ
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スローガンの唱和
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お席を立って、

垂れ幕に注目してください

「ゼロ災でいこう

ヨシ！」
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